
クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について 
 

 
18消安第8846号            農林水産省消費・安全局長   
平成18年11月30日                         各農政局長等 
                             通知： 関係団体 あて 
 
 
このことについて、「平成１８年農業生産の技術指導について」（平成１８年４月２１日付１８企第
１９号農林水産省大臣官房技術総括審議官通知）、「平成１８年度農薬危害防止運動の実施について」
（平成１８年５月２６日付け薬食発第0526002号・１８消安第２３４７号厚生労働省医薬食品局長、農
林水産省消費・安全局長通知）等において、農薬の使用時における安全確保やクロルピクリン剤等の土
壌くん蒸剤の適正な取扱い等について指導をお願いしているところである。 
しかしながら、依然として、クロルピクリン剤の不適正な使用に起因する事故の発生がみられること
から、クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤使用時の安全確保の一層の徹底を図る必要がある。 
ついては、これまでの農薬の適正使用及び危害防止の指導の一層の強化を図るとともに、特に、下記の
事項について、（貴局管下都道府県） に対し指導をお願いする。 
 

記 
 
１ クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の使用に当たっては、農薬の容器に表示された使用上の注意事
項等に従い、防護マスク等の防護装備の着用、施用直後のビニール等での被覆等を確実に実施するよう
指導を徹底すること。 
特に、クロルピクリン剤については、使用場所、周辺の状況に十分配慮して防除を行うよう、使用
者に対する指導を徹底すること。 
２ クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の施用後は、速やかに被覆することを徹底するとともに、施用
と同時にビニール等で被覆する技術やテープ剤、錠剤等を使用した簡便な施用技術についても推進を図
ること。 
３ 特に、ビニールハウスをはじめとする施設等の中においてクロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤を使
用する場合は、上記１及び２を十分踏まえた上で、以下の事項を遵守するよう、指導を徹底すること。 
（１）施設内での作業中は、出入口、天窓、側窓等を開け通気を行う。 
（２）施用作業後は直ちに密閉し、臭気が残っている期間は施設内に入らない。 
（３）くん蒸後の作業でハウス内に入る場合には、臭気が無くなったことを確認してから十分換気した
後に入室する。 
４ たばこ栽培等に使用される深層土壌くん蒸処理に当たっては、その処理法に適した機材を使用し、
薬液注入の深さや注入後の土壌鎮圧等を十分注意して行うこと。 


